
平成 27 年度守谷市　市税・　　　　　保険料・料金　納期限一覧
市税・保険料・料金は

納期限までに納めましょう

税・料目 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月

市民税・県民税
（普通徴収分）

1 期 2 期 3 期

30 日 31 日 11 月 2 日

軽自動車税

全期

6 月 1 日

固定資産税・
都市計画税

1 期 2 期

30 日 31 日

国民健康保険税
（普通徴収分）

1 期 2 期 3 期 4 期

31 日 31 日 30 日 11 月 2 日

後期高齢者医療保険料
（普通徴収分）

1 期 2 期 3 期 4 期

31 日 31 日 30 日 11 月 2 日

介護保険料
（普通徴収分）

1 期 2 期 3 期 4 期

30 日 30 日 31 日 11 月 2 日

上・下水道料金

3・4 月分 5・6 月分 7・8 月分

29 日 31 日 30 日

◎�市税などは、納期限までに納めるようにしましょう。納期限を過ぎると督促状が送付され、それでも納付
の確認が取れない場合は、差押えなどの処分になることがあります。

◎�納付については、市役所や各金融機関の窓口で納めるほか、口座振替、コンビニ納付、インターネットを
利用したクレジット納付もご利用できます。

※後期高齢者医療保険料と介護保険料は、インターネットを利用したクレジット納付は利用できません

問合先が内線の場合は市役所　☎ 45－1111（代表）へおかけください
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